
【東日本ビジネスIBサービス総合振込をご利用のお客さまへ】

振込手数料改定に伴う「先方負担手数料」変更のお願い

総合振込の先方負担手数料を個別に設定しているお客さまは、改定後の振込手数料が自動で

適用されないので、設定変更が必要となる場合がございます。必ず下記事項をご確認願います。

＜対象のお客さま＞

総合振込の先方負担手数料の基準手数料欄が「使用しない」を選択しているお客さま

＜設定変更＞

登録されている振込手数料をご確認のうえ、必要に応じて変更願います。

変更する場合は

・振込指定日が9月30日までの振込手続きが終了してから、先方負担手数料の変更操作をしてください。

・振込指定日が10月1日以降の振込手続は、データ作成前に先方負担手数料の確認および、設定変更の

 操作をしてください。

先方負担手数料の確認・設定変更の操作方法は、以下を参照願います。

総合振込における先方負担手数料の変更手順

※マスタユーザまたは管理者ユーザのログイン時のみ表示されます。

1.[管理]メニューをクリックしてください。

   [業務選択]画面が表示されますので、[企業管理]ボタンをクリックしてください。



2.[作業内容選択]画面が表示されます。

   [先方負担手数料][総合振込]の変更ボタンをクリックしてください。



3.「先方負担手数料[総合振込]変更」画面が表示されます。

   適用最低支払金額、基準手数料の使用有無、支払金額範囲、振込パターンごとの手数料を入力し、

   [変更]ボタンをクリックしてください。

   適用最低支払金額を全額対象とする場合、1円を入力してください。

4.「先方負担手数料[総合振込]変更結果」画面が」表示されます。

   ご確認後、[ホームへ]ボタンをクリックすると、「トップページ」画面が表示されます。

【ご参考】

   当行の基準手数料を使用する場合は、「使用する（常に最新の基準手数料を使用する）」を選択

   してください。

   基準手数料が変更になった場合でも、自動で更新されます。

   [手数料を読み込む]ボタンをクリックすると、当行の基準手数料を読み込むことができます。

振込手数料を先方負担とした振込先は、入力された支払金額から振込手数料相当額が自動的に差し

引かれます。


